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規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
交
通
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
二

○
東
京
都
交
通
局
出
勤
記
録
等
整
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
二

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
三

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
三

○
東
京
都
交
通
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
五

○
東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
七

○
東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
東
京
都
交
通
局
軌
道
係
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

○
東
京
都
交
通
局
自
動
車
運
転
取
扱
心
得
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

○
東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
の
特
例

に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
八
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通
局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
品
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
錦
第
十
一
号
系
統
」
を
「
、
都
第
四
号
系

統
」
に
改
め
、
「
、
急
行
第
六
号
系
統
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局
南
千
住
自
動
車
営
業
所
の
項

中
「
平
第
二
十
八
号
系
統
」
の
下
に
「
、
草
第
二
十
四
号
系
統
」
を
加
え
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
東

自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
東
第
二
十
二
号
系
統
」
の
下
に
「
、
錦
第
十
一
号
系
統
」
を
、
「
錦
第
十
八

号
系
統
」
の
下
に
「
、
錦
第
二
十
八
号
系
統
」
を
加
え
、
「
、
亀
第
二
十
一
号
系
統
」
を
削
り
、
同
表

東
京
都
交
通
局
江
戸
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
秋
第
二
十
六
号
系
統
」
を
「
都
第
四
号
系
統
、
秋
第

二
十
六
号
系
統
」
に
改
め
、
「
、
草
第
二
十
四
号
系
統
、
錦
第
十
一
号
系
統
、
錦
第
二
十
二
号
系
統
」
、

「
、
錦
第
二
十
八
号
系
統
」
及
び
「
、
木
第
十
一
号
系
統
乙
系
統
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局
深

川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
陽
第
十
二
号
系
統
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局
有
明
自
動
車
営
業

所
の
項
中
「
都
四
号
系
統
、
」
を
削
り
、
「
海
第
一
号
系
統
」
の
下
に
「
、
亀
第
二
十
一
号
系
統
」
を
、

「
波
第
一
号
系
統
」
の
下
に
「
、
陽
第
十
二
号
系
統
、
急
行
第
六
号
系
統
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
九
号

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

多
摩
川
第
一
発
電
所
、
多
摩
川
第
三
発
電
事
務
所
及
び
白
丸
発
電
所
の
発
電
施
設
及
び
送
電
施

設
に
お
け
る
電
気
施
設
及
び
機
械
施
設
の
大
規
模
改
良
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
号

東
京
都
交
通
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
八
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
及
び
第
九
号
様
式
中
「東
京
都
知
事

」
を
「東

京
都
交
通

局
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
一
号

東
京
都
交
通
局
出
勤
記
録
等
整
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
出
勤
記
録
等
整
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
出
勤
記
録
等
整
理
規
程
（
平
成
三
年
交
通
局
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
四
十
六
の
項
を
削
り
、
同
表
中
三
十
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
を
三
十
一
の
項
か
ら
四
十

六
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
二
十
九
の
項
中
「
三
十
」
を
「
三
十
一
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
の
項

と
し
、
同
表
中
二
十
一
の
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
を
二
十
二
の
項
か
ら
二
十
九
の
項
ま
で
と
し
、
同

表
二
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一

健
康
管
理
休
暇

休健

休健

別
表
中
四
の
項
か
ら
十
九
の
三
の
項
ま
で
を
五
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
三
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

在
宅
勤
務
等

宅在

宅在

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
二
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
（
令
和
七
年
交
通
局
規
程
第
九
号
）

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

職
員
が
育
児
、
介
護
等
の
事
情
に
よ
り
滞
在
す
る
親
族
（
配
偶
者
若
し
く
は
東
京
都
交
通
局
企

業
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
。
以
下
「
給
料
等
規

程
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

又
は
二
親
等
内
の
親
族
を
い
う
。
）
の
住
居

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

職
員
が
異
動
等
に
伴
い
転
居
し
た
場
合
の
転
居
前
の
住
居
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第
七
条
第
三
項
中
「
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局

規
程
第
十
四
号
）
」
を
「
給
料
等
規
程
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
三
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
交
通
局
規
程
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
五
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
百
五
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
四
千
三
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
千
二
百
四
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分

の
二
万
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
二
万
五

百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
九
千
八
百
四
十
」
を
「
一
万

分
の
九
千
七
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
一
万
分
の
九
千
九
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
八
百
五
十
六
・
二
五
」
に
、
「
一

万
分
の
一
万
八
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
七
千
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
六
千
二
百
三

十
」
を
「
一
万
分
の
六
千
百
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
、

「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
二
十
八
・
七
五
」
に
、
「
一
万
分
の
八
千
」

を
「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
一
万
分
の
五
千
四
百
」
を
「
一
万
分
の
五
千

二
百
八
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
七
千
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
四
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
交
通
の
用
具

の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
第
八
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に

限
る
。
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇

月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
第
九
条
で
定
め
る
額
に
支
給
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
額

５

第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車

等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ

支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
各
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の

二
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
を
第
十
六
条
と
す
る
。
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第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
通
勤
経
路
」
の
下
に
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
を
変

更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
た
場
合
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
運
賃
等

の
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
東
京
都
交
通
局
企
業
職

員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
」
を
「
給
料
等
規
程
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と

す
る
。

第
十
条
中
「
離
職
」
の
下
に
「
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
東
京
都
交
通
局

企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
第
五

条
に
規
定
す
る
週
休
日
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当

該
翌
日
に
最
も
近
い
週
休
日
又
は
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
七
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

駐
車
場
等
の
利
用
の
開
始
、
変
更
又
は
終
了
に
よ
り
、
通
勤
の
た
め
に
負
担
す
る
駐
車
場
等
の

料
金
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
交
通
の
用
具
）

第
七
条

交
通
の
用
具
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
都
、
市
区
町
村
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
の
所
有
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

一

原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
動
車

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
が
特
に
承
認
す
る
交
通
の
用
具

（
駐
車
場
等
の
要
件
）

第
八
条

駐
車
場
等
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

在
勤
庁
の
周
辺
又
は
通
勤
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
局
長
が
認
め
る
経
路
上

に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車
の
た

め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
自
転
車
の

駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

三

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
東
京

都
交
通
局
企
業
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
。
以
下

「
給
料
等
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施

設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
局
長
が
定
め
る
施
設
で
な
い
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
状

況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
局
長
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
長
が
別
に
定
め
る
要
件
と
す

る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
）

第
九
条

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。

一

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
料
金
の
額

ロ

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
っ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が
二
以

上
の
月
に
わ
た
る
場
合

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

局
長
が
定
め
る
額

二

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

別
表
第
一
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
五
号

東
京
都
交
通
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
交
通
局
規
程
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
一
万
分
の
一
万
九
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
百
六
・
二
五
」
に
改
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め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
六
号

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
職
員
部
に
属
す
る
職
員
の
項
中
「

下
衣

三
年

」
を

「

下
衣

二
年

」
に
、
「

下
衣

二
年

」
を

「

下
衣

三
年

」
に
改
め
、
同
部
電
車
部
に
属
す
る
職
員
の
項
中

「

下
衣

三
年

」
を
「

下
衣

二
年

」
に
、

「

下
衣

二
年

」
を
「

下
衣

三
年

」
に
、
「
夏
接
客
服
下
衣
の

貸
与
期
間
を
三
年
と
し
、
半
コ
ー
ト
に
つ
い
て
は
」
を
「
半
コ
ー
ト
を
」
に
改
め
、
同
部
自
動
車
部
に

属
す
る
職
員
の
項
中
「

下
衣

三
年

」
を
「

下
衣

二
年

」
に
、

「

下
衣

二
年

」
を
「

下
衣

三
年

」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
部
夏
接
客
服
（
ベ
ス
ト
に
限
る
。
）
の
項
中
「
五
月
一
日
」
を
「
四
月
一
日
」
に
、
「
十

月
三
十
一
日
」
を
「
十
一
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
七
号

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
交
通
局
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を

除
き
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
三
中
「
小
切
手
及
び
口
座
振
替
支
払
通
知
書
並
び
に
振
込
票
」
を
「
出
納
取
扱
金
融

機
関
所
定
の
振
込
依
頼
書
」
に
改
め
、
「
小
切
手
受
領
書
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
「
小
切
手
受
領

書
」
を
「
当
該
預
金
口
座
の
取
引
明
細
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
運
用
部
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
本
人
を
確
認
で
き
る
場
合

は
領
収
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
翌
々
日
、
」
を
「
当
日
を
含
め
て
四
日
目
に
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
公
共
料
金
前
渡
金
」
を
「
公
共
料
金
等
前
渡
金
」
に
、
「
公
共
料
金

前
渡
金
支
払
調
書
」
を
「
公
共
料
金
等
前
渡
金
支
払
調
書
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
共
料
金
前
渡
金
」
を
「
公
共
料
金
等
前
渡
金
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

第
六
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
印
鑑
の
調
査
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条

削
除
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別
表
第
五
中
「
公
共
料
金
」
を
「
公
共
料
金
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
八
号

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

総
括
出
納
銀
行

出
納
銀
行
の
う
ち
他
の
収
納
銀
行
及
び
出
納
銀
行
の
事
務
の
取
り
ま
と
め
を

行
う
銀
行
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
中
「
以
下
「
収
納
銀
行
等
」
と
い
う
」
を
「
総
括
出
納
銀
行
を
含
む
。
以
下
こ
れ
ら

を
「
収
納
銀
行
等
」
と
い
う
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
、
局
長
等
の
発
行
す
る
預
金
領
収
書
に
基
づ
い
て
、
そ
の
払
戻
し
を
し
」
を
削
る
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

削
除

第
七
条
第
一
項
中
「
支
払
通
知
書
」
を
「
出
納
銀
行
所
定
の
払
戻
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
局
長
等
の
振
り
出
し
た
小
切
手
及
び
口
座
振
替
支
払
通
知
書
並
び
に
」
を
「
局
長
等
か
ら
出
納
銀

行
所
定
の
」
に
改
め
、
「
、
局
長
等
に
小
切
手
受
領
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
官
公
署
」
を
「
官
公
署
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
納
入
通
知
書
に
よ
り
」
を
「
局
長
等

が
指
定
す
る
預
金
口
座
に
」
に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条

削
除

第
十
一
条
中
「
交
付
さ
れ
た
小
切
手
振
出
日
報
と
照
合
の
上
」
を
「
指
定
さ
れ
た
預
金
口
座
に
つ
い

て
」
に
改
め
、
「
当
座
」
及
び
「
及
び
小
切
手
未
払
高
調
書
」
を
削
り
、
「
五
日
」
を
「
十
日
」
に
改

め
る
。

第
十
二
条
中
「
総
括
出
納
銀
行
」
の
下
に
「
の
東
京
都
庁
出
張
所
」
を
加
え
る
。

別
記
附
属
様
式
目
次
中
「
預
金
領
収
書

第
三
条
」
、
「
支
払
通
知
書

第
七
条
」
、
「
口
座
振
替

支
払
通
知
書

第
七
条
」
、
「
振
込
票

第
七
条
」
及
び
「
小
切
手
振
出
日
報

第
十
一
条
」
を
「
削

除
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式

削
除

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で

削
除

別
記
第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
九
号

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
用
地
内
（
」
の
下
に
「
駅
を
含
む
。
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
遺
失
物
台
帳
」
を
「
遺
失
物
管
理
・
検
索
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
遺
失
物
シ
ス
テ

ム
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
遺
失
物
台
帳
は
」
の
下
に
「
、
遺
失
物
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
作
成
し
」
を
加
え
、
「
拾
得
の
日
時
及
び
場
所
」
を
「
拾
得
場
所
及
び
拾
得
日
時
又
は
届
出
日

時
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
遺
失
物
台
帳
を
添
え
て
」
を
「
輸
送
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
中
「
又
は
位
は
い
等
」
を
「
、
位
は
い
等
」
に
、
「
旨
」
を
「
旨
を
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
号

東
京
都
交
通
局
軌
道
係
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
軌
道
係
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
軌
道
係
員
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
交
通
局
規
程
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
建
設
工
務
部
長
」
を

「
建
設
工
務
部
長

工
務
事
務
所
長

建
築
担
当

建
築
調
整
担
当

建
築
工
事
担
当

建
築
工
事
調
整
担
当
」

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二

工
務
事
務
所
長
は
、
建
設
工
務
部
長
の
命
を
受
け
、
諸
建
造
物
の
う
ち
停
留
場
の

建
設
及
び
改
良
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
処
理
し
、
所
属
係
員
を
監
督
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三

建
築
担
当
、
建
築
調
整
担
当
、
建
築
工
事
担
当
及
び
建
築
工
事
調
整
担
当
は
、
工

務
事
務
所
長
の
命
を
受
け
、
所
属
係
員
を
指
揮
監
督
し
て
、
工
務
事
務
所
長
が
不
在
の
と
き
は
、
工

務
事
務
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
順
序
で
そ
の
関
係
職
務
を
代
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
一
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
運
転
取
扱
心
得
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
自
動
車
運
転
取
扱
心
得
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
運
転
取
扱
心
得
（
平
成
八
年
交
通
局
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八

条
、
第
三
十
一
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
乗
客
」
を
「
旅
客
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
乗
客
」
を
「
旅
客
」
に
、
「
し
た
場
合
」
を
「
す
る
な
ど
、
救
護
を
要
す
る
状
況

に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
中
「
乗
客
」
を
「
旅
客
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ハ
、
ホ
及
び
チ
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
乗
客
」
を
「
旅

客
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
乗
客
」
を
「
旅
客
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
附
属
品
」
を
「
付
属
品
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中
「
乗
客
」
を
「
旅
客
」
に
改
め
る
。

別
表
十
四
の
項
中
「
取
り
付
け
」
を
「
取
付
け
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
の
特
例
に
関
す

る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
の

特
例
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
の
特
例
に
関
す

る
規
程
（
平
成
三
十
一
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則
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こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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